
  

  

 

 

総務消防常任委員会会議録 

    

１ 日 時        平成３０年１２月１３日（木） 

   午後０時５８分～午後１時３分 

       

２ 場 所       議員協議会室 

    

３ 出 席 委 員       委 員 長 相 澤 祐 司 副委員長 大 沼 宗 彦 

   委  員 菅 原 和 子 委  員 吉 田  良 

   委  員 荒 川 洋 平   

       

４ 欠 席 委 員       委  員 小 野 泰 弘   

       

５ 説明のため  総 務 部 長 渋 谷 武 志  

 出席をした  総 務 課 長 藤 原  淳  

 者の職氏名  ＜選挙管理委員会＞   

   事 務 局 長 今  野  和佳子  

      

６ 事務局職員  事 務 局 長 小野寺    俊  

   次 長 加 藤  勤  

   主 査 丹 野 宏 俊  

     

７ 付 議 事 件         

 （１） 議案第１２２号 名取市議会議員及び名取市長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例 
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     午後０時５８分 開会 

○委員長（相澤祐司） 出席委員は定足数に達しておりますので、委員会条例

第14条の規定により委員会は成立いたしました。 

 ただいまから総務消防常任委員会を開催いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

 この際、報告をいたします。 

 委員会条例第19条の規定により、総務部長、及び選挙管理委員会事務局長等

の出席を求めておりますので、報告いたします。 

 次に、小野泰弘委員から会議規則第81条の規定により、欠席する旨の届け出

がありましたので、報告いたします。 

 以上で報告を終わります。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

 議案第122号 名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。吉田 良委員。 

○委員（吉田 良） 本会議でも質疑したのですが、もう一度確認の意味で伺

います。今回の改正によって、１枚当たりの単価で７円51銭、4,000枚を上限

として公費負担が認められるということです。本会議での答弁ですと、１枚当

たりの単価は国の基準で定められているとのことでした。これは市独自に決定

できると思うのですが、確認をお願いいたします。 

○委員長（相澤祐司） 答弁、選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（今野和佳子） １枚当たりの単価が国の基準で決

まっていると申しましたのは、国政選挙において７円51銭と定められており、

地方選挙においては、国政選挙に準じて行うこととされているということで

す。必ずしも７円51銭にしなければならないわけではなく、上限が７円51銭で

あり、それ以下でもいいのですが、国政選挙の基準に準じるよう通知が国から

来ているところです。 

○委員長（相澤祐司） 吉田 良委員。 
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○委員（吉田 良） 国の基準に準じているということですが、市町村で判断

できる余地があるのだと思います。近隣の市や同規模の市の動向について、調

査した結果があればお知らせください。 

○委員長（相澤祐司） 答弁、選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（今野和佳子） 県内の全部の市に尋ねたところ、

いずれも７円51銭にしていると聞いています。 

○委員長（相澤祐司） ほかにありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（相澤祐司） ほかになしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（相澤祐司） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第122号 名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○委員長（相澤祐司） 起立全員であります。よって、議案第122号は原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 この際、お諮りいたします。 

 議案第122号に対する委員会審査報告書の作成につきましては、委員長に御

一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（相澤祐司） 御異議なしと認めます。よって、委員会審査報告書の

作成については、委員長に一任することに決しました。 

○委員長（相澤祐司） 以上で、本日の付議事件は全て終了いたしました。 

 本日の委員会はこれにて散会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 
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     午後１時３分 散会 

 

平成３０年１２月１３日 

総務消防常任委員会 

委員長 相 澤 祐 司 

 


